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Ⅰ．はじめに

1．本研究の動機

　朝日新聞デジタルは、「法曹１養成見直し、

有識者会議の設置を閣議決定」と題し、次の

ように報じた。『法科大学院の志願者減少や弁

護士の就職難で混迷している法曹養成制度を

大幅に見直すため、政府は 2012 年 8 月 21 日、

有識者らによる「法曹養成制度検討会議（座

長＝佐々木毅学習院大教授）の設置を閣議決

定した。今月末にも議論を始め、法曹人口の

目標数や法科大学院の統廃合などについて 1

年以内に結論をまとめる。（略）現行制度の見

直しを巡っては、法務・文部科学両省が中心

となって昨年 5 月から、裁判官、検察官、弁

護士の法曹三者の代表や有識者で作る「法曹

の養成に関するフォーラム」で検討してきた。

だが、結論をどう生かすかが規定されていな

かったため、フォーラムのメンバーを増員し

て検討結果を引き継ぐ形で、権限と責任を明

確にした検討会議を新設することにした。事

務局は法務省に置き、結論を踏まえて政府が

行程表を作成し改善策を取る。法曹人口の目

標を「5 万人規模」とした司法制度改革の意

見書 2（2001 年）を受けて政府は 10 年頃ま

でに司法試験合格者数を年間 3 千人にすると

いう目標を立て、養成機関として 04 年に法

科大学院を新設した。全国で 74 校が開校した

が、修了者の 7 ～ 8 割と想定していた合格率

は 2 割台に低迷。合格者 2 千人台で頭打ちに

なり、3 千人の目標は達成できなかった 3。法

科大学院の志願者は急減し、撤退を決めた大

学院はすでに 5 校に。一方で、弁護士が大幅

に増えたため、試験に合格しても就職できな

いケースが深刻化している。総務省は、2012

年 4 月、年間 3 千人の司法試験の合格者数は

多すぎるとして見直しを勧告。日本弁護士連

合会なども法科大学院の定員や合格者数の削

減を求めている』4

　この引用記事にも述べられているとおり、

わが国では 2000 年度初頭から司法制度改革

が始まり、これまでは当初の計画に沿った形

で進められてきた。同時に、法科大学院制度

及び法曹人口についての議論が、最近は特に

活発に行われてきた。そして、2012 年、総

務省は「法曹人口の拡大及び法曹養成制度の

改革に関する政策評価書」（以下「政策評価書」

という）を公表した。これにより総務省は、

司法制度改革の推移を検証した結果、早急に

議論すべき課題があることを認めた。そして、

法曹養成制度検討会議の設置により、政府と

してもそれを認めた、と考えられる。

2．本研究の目的

　筆者は、2008 年に「弁護士及び弁護士事務所

の経営戦略」という修士レポート（以下「筆者

規制緩和を含む司法改革が弁護士にもたらした変化について

山本 実（立教大学大学院修了）
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修士論文」という）と、その要約版 5（以下「筆

者要約版」という）において、主に経営学及び

経済学並びに法律学の知見を用いて、法曹人口

の増加とその影響についても検証と推定を行っ

た。検証と推定は 2007 年に行ったため、5 年を

経過した 2012 年、冒頭に引用した新聞記事や政

策評価書のように、行政における大きな動きが

あったことを契機として、自らの推定と司法制

度改革の動きを検証し、今後の課題を抽出する。

Ⅱ．司法制度改革の推移と弁護士の増加

1．弁護士数の推移

　日本弁護士連合会編著による「弁護士白書

2011 年版」によると、2011 年 3 月末日現在の弁

護士数（弁護士登録者数）は、30,485人であった。

　弁護士数の推移を図表 1 で見てみると、

1950 年以降一貫して弁護士数は増加してき

たことがわかる。1960 年から 2000 年までは

10 年毎に 2,000 人から 3,000 人程度の増加

であったが、2000 年から 2005 年までの間に

4,059 人増加した。なお、2000 年から 2010

年の増加は 11,663 人であり、2000 年以前に

比べ大幅に増加した。

2．2000 年以降の弁護士数の増加の理由

　2000 年以降の弁護士の大幅な増加の理由

は、2002 年 3 月 19 日に閣議決定された司

法制度改革推進計画（以下「推進計画」とい

う）である。推進計画では法曹人口について

「現在の法曹人口が、わが国社会の法的需要に

十分に対応することができていない状況にあ

り、今後の法的需要の増大をも考え併せると、

法曹人口の大幅な増加が 急務となっていると

いうことを踏まえ、司法試験の合格者の増加

に直ちに着手することとし、後記の法科大学

院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等

を見定めながら、平成 22 年（2010 年）頃に

出所：日本弁護士連合会編著（2011 年）『弁護士白書 2011 年版』日本弁護士連合会 p.72 を基に筆者作成

図表１　弁護士数の推移
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は司法試験の合格者数を年間 3,000 人程度と

することを目指す」とした。さらに「平成 14

年（2002 年）に 1,200 人程度に、平成 16 年

（2004 年）に 1,500 人程度に増加させること

とし、所要の措置を講ずる」とした。

3．実際の司法試験合格者数と推進計画

　ここまでは弁護士数とその増加について

述べた。次にその増加は推進計画どおりに

進んでいるのか、という点について検討す

る。

出所：日本弁護士連合会編著（2011 年）『弁護士白書 2011 年版』日本弁護士連合会 p.92 他を基に筆者作成

図表２　司法試験合格者数の推移及び推進計画が想定した司法試験合格者数

　図表 2 は、実際の司法試験合格者数（以下、

司法試験合格者を「合格者」という）と推進

計画による合格想定者数を比較したものであ

る。平成 14 年（2002 年）と平成 16 年（2004

年）は推進計画どおりに合格者が増えている。

しかし、平成 22 年（2010 年）の合格者数

について、推進計画では 3,000 人としていた

にもかかわらず、実際の合格者は 2,133 人で

あった。合格者数は 2007 年以降、2,100 人

から 2,200 人程度で安定して推移しており、

3,000 人に向けて増加しているようにはみえ

ない。

4．2008 年時点における筆者の推定

　2008 年に筆者は筆者修士論文及び筆者要

約版の中で、2007 年までの経過を踏まえ、

法曹人口について、「弁護士は、その仕事の

基となる事件数を上回る伸びで増えると推

定でき（る）」と記述し、毎年の司法試験合

格者数 3,000 人は、過剰であることを示唆

した。

5．弁護士増加の影響

　弁護士の増加に伴う影響、特に、司法試験

合格者を年間 3,000 人程度まで引き上げるこ

とを目指すこと、すなわち、弁護士数が大き

く増加することに関しては、早くも 2008 年か

ら活発な議論が展開され、現在も続いている。

　（1）日本弁護士連合会

日本弁護士連合会は、平成 20 年（2008 年）

7 月、平成 21 年（2009 年）3 月、平成 23 年

（2011 年）3 月、の 3 回、法曹人口に関する

緊急提言を行った。

　①平成 20 年（2008 年）7 月

　提言の理由 (3) において「（司法試験合格者

数 3,000 人を目指すという推進計画における：

筆者加筆）目標数値自体にこだわることなく

慎重な審議を求め、当面の法曹人口増員のペー

スダウンを求めるものである」

　②平成 21 年（2009 年）3 月

　第五「法曹人口 5 万人と年間 3,000 人増員

について」において「法曹養成制度が成熟途

上にあること及び制度的基盤が未整備である
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こと等の状況をも考慮すると、2010 年頃に

年間合格者数を 3,000 人とした当初の数値目

標にこだわることは適切ではない」

　③平成 23 年（2011 年）3 月

　6．において「当連合会は、政府及び関係諸

機関に対し、当面の緊急対策として、司法試

験合格者数を現状よりさらに相当数減員する

ことを求める」

　（2）国会議員

　①平成 21 年（2009 年）4 月：法曹養成と

法曹人口関する緊急提言（自由民主党・法曹

養成と法曹人口を考える国会議員の会）

　5．法曹人口のあり方について、において

「法曹人口のあり方を考える際、法曹の需要が

飽和し始めている現実を重く受け止めければ

ならない。今後は不断に法曹の需要を検証し、

国民の信頼に足る法曹の質を確保しながら、

過剰な法曹人口を作り出さないようにしなけ

ればならない」

　②平成 21 年（2009 年）7 月：法曹人口の

あり方と法曹養成制度の改善方策に関する検

討プロジェクトチーム中間まとめ案（民主党・

法曹人口のあり方と法曹養成制度の改善方策

に関する検討プロジェクトチーム）

　第１において「法曹人口については、平成

22 年（2010 年）頃には新司法試験合格者

数 3,000 人を目指すとされているが、実際

には平成 20 年（2008 年）で 2,065 人（旧

試験合格者 144 人で合計は 2,209 人）であ

り、実現は極めて困難である。当分の間は

3,000 人を目指しながらも、より穏やかに増

加を考えるべきではないかという意見もあ

り、適正な法曹人口はどのくらいか、適正な

毎年の合格者数はどのくらいかなどを慎重に

検討しなければならない」さらに「適正な弁

護士人口については、必要な調査などを行っ

て慎重に判断すべきであるが、現実には弁護

士志望者の就職難の状況が認められるので、

弁護士を上回る供給が続いている可能性が強

い」

6．政策評価書における評価

　政策評価書は、法曹人口の増加と司法試験

合格数に関して、「3,000 人合格目標の達成状

況と影響」において、次のとおり評価した。

　「推進計画における、法科大学院を含む新た

な法曹養成制度の整備の状況等を見定めなが

ら、平成 22 年（2010 年）頃には司法試験の

合格者数を 3,000 人程度とするとの目標につ

いて、実際の合格者数は、平成 22 年（2010 年）

は 2,133 人、23 年が 2,069 人となっており、

目標の 3,000 人の 7 割弱の達成率となってい

る」「なお、利用者である国民の立場からする

と、（中略）ただちに 3,000 人を達成しなけ

ればならないほどの大きな支障は確認されて

いない。一方、3,000 人の目標に達してはい

なくても、現在の需要規模の中、年間 2,000

人規模の合格者が輩出されるようになったこ

とで、新たに、就職難や即独 6 の発生が重要

な課題として指摘されている。

　「さらに当省（＝総務省）が行った意識調

査において、法曹人口が拡大したことにより、

弁護士の雇用環境が悪化（いわゆる「就職難」

が発生）しているとの項目に対し、専任教員

の 81.0%、新弁護士の 97.6%、97.2%が「そ

う思う」、「どちらかといえばそう思う」と肯

定する回答をしている」「このように、現状

では 3,000 人合格目標は達成されていないも

のの、法曹人口の拡大の根拠となった需要の

大幅な拡大・顕在化はしておらず、3,000 人
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未達成による支障は確認されていないが、一

方、現状の 2,000 人規模の合格者数でも就職

難の発生やＯＪＴ不足などの課題が指摘され

ている。」

Ⅲ．�弁護士の需要、すなわち弁護士の仕事量に

ついて

　Ⅱ．において、特に近年の弁護士増加につ

いて検討を加えた。

　続いて、Ⅲ．では弁護士の供給、すなわち

弁護士数の増加に対して、弁護士の需要、す

なわち弁護士の仕事量がどのように変化した

のかについて、検証する。

1．�弁護士の需要、すなわち弁護士の仕事量増

加の根拠

　弁護士の仕事量の増加についての根拠を述

べた主要な文書として、司法制度改革審議会

設置法に基づき設置された司法制度改革審議

会（以下「審議会」という）が、平成 13 年（2001

年）6 月 13 日に内閣に提出した「司法制度改

革審議会意見書」（以下「審議会意見書」とい

う）がある。

　審議会意見書は、法曹人口について、「平成

22（2010）年頃には司法試験の合格者数の

年間 3,000 人達成を目指すべき、であること

及び、平成 30（2018）年頃までには、実働

法曹人口は 5 万人規模（法曹 1 人当たりの国

民の数は約 2,400 人）に達することが見込ま

れる」と述べた。

　そして、「今後、国民生活の様々な場面にお

ける法曹需要は、量的に拡大されるとともに、

質的にますます多様化、高度化することが予

想される。」とし、さらに「その要因としては、

経済・金融の国際化の進展や人権、環境問題

等の地球的課題や国際犯罪等への対処、知的

財産権、医療過誤、労働関係等の専門的知見

を要する法的紛争の増加、『法の支配』を全国

あまねく実現する前提となる弁護士人口の地

域的偏在の是正（いわゆる『ゼロ・ワン』の

解消）の必要性、社会経済や国民意識の変化

を背景とする『国民の社会生活上の医師』と

しての法曹の役割の拡大」と需要増加の理由

に挙げている。

　しかし、法曹一人当たりの国民数の国際比

較以外、定性的な理由を述べたに過ぎず、弁

護士の需要、すなわち弁護士の仕事量につい

ての定量的な分析は、明らかに不十分であっ

た。

2．2008 年時点における筆者の推定

　筆者は筆者修士論文と筆者要約版において、

「弁護士数の増加ほど事件数は増加しないた

め、激しい競争が発生する」という推定を、

将来にわたる弁護士数の予測と地方裁判所に

おける通常民事訴訟事件数を基に行った。そ

して「（前略）弁護士が扱う事件数は、今後も

増加する可能性はあるものの、弁護士数の急

速な増加率を補うような増加ではない、と推

定することができる。（略）それは、弁護士（事

務所）が、現在よりも、より激しい競争に晒

される可能性が高い、と言えることを示して

いる」と推定した。

3．政策評価書の評価

　政策評価書は、弁護士の需要、すなわち弁

護士の仕事量について、次のとおり評価した。

　（1）弁護士数と仕事量の比較検討

　まず、弁護士を含む法曹の人口増加につい
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て、「平成 13（2001）年度の法曹人口は 2

万 1,864 人であったものが、平成 23（2011）

年度には 3 万 5,159 人と 1 万 3,295 人増加

し、平成 13（2001）年度の 1.6 倍となって

いる。その内訳をみると法曹のいずれも増加

しているが、特に弁護士の増加が顕著（増加

した法曹のうち 92.3%が弁護士）であった。

平成 23（2011）年度の弁護士数は、平成

13（2001）年度と比べ１万 2,272 人（1.7 倍）

の増加、裁判官と検察官は平成 13（2001）

年度と比べともに 1.3 倍となった」と述べて

いる。次に仕事量について「全裁判所の新受

件数は平成 13（2001）年度の約 563.2 万

件から平成 22（2010）年度の 431.8 万件

と減少し、弁護士 1 人当たりに換算すると、

平成 13（2001） 年 度 が 約 308.7 件、 平 成

22（2010）年度が 149.8 件と減少している。

また、実際に弁護士の関与した裁判・調停の

件数は、平成 13（2001）年度の約 32.6 万

件から平成 22（2010）年度の 49.0 万件と

増加しており、これを弁護士 1 人当たりで

みると、平成 13（2001）年度が 18 件、平

成 22（2010）年度が 17 件となっている。」

と述べ、弁護士一人当たりの新受件数、裁判・

調停の件数ともに、平成 13（2001）年度よ

り平成 22（2010）年度の方が減少していた

ことが分かる。

　（2）需要と法曹人口の現状

　さらに政策評価書は、法曹人口の問題につ

いても、次のとおり、総合的に評価した。

　「法曹人口の増員ペースに（年間合格者数）

に関しては、当初の議論において、具体的

なデータ分析による需要動向の将来予測に

基づき、目標が出されていたわけではなく、

3,000 人合格目標については、合格率の低

下傾向からみても、近い将来の達成は見込

み難い。一方弁護士の活動領域の拡大、弁

護士関与事件数の増加などの需要拡大はあ

るものの量的に小さく、法曹の利用者であ

る国民の立場からみても 3,000 人が合格し

ていないことによる大きな支障は認められ

ていない。今後需要が拡大される可能性も

否定されるものではないが、現状は 2,000

人規模の増員ペース（年間合格者数）を吸

収する需要は顕在化しておらず、現在の需

要規模と増員ペースの下、弁護士の供給過

多となり、新人弁護士の就職難や即独、ノ

キ弁が発生・増加し、ＯＪＴ不足による質

の低下などの課題が指摘される状況となっ

ている」

Ⅳ．弁護士間の競争の激化とその影響

1．弁護士報酬の規制緩和

　（1）弁護士報酬の規制緩和

　2003 年の通常国会において、弁護士法が

大幅に改正されたが、その中には、弁護士会

の報酬規定の廃止も含まれていた。すなわち、

弁護士法の第 33 条と第 46 条から、弁護士の

報酬に関する標準を示す規定がなくなり、そ

の結果、日本弁護士連合会及び弁護士会が報

酬規定を定めることは独占禁止法違反になる

こととなった。

　それにより、弁護士業界から価格規制が撤

廃され、需要と供給によってのみ価格が決ま

る、いわゆる価格決定メカニズムが弁護士に

も適用される状態が整ったのである。

　（2）弁護士の増加及び仕事量並びに報酬の

規制緩和の関係性

　Ⅱ．とⅢ．において、弁護士の供給、すなわ
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ち弁護士の増加が、弁護士の需要、すなわち弁

護士の仕事量の増加を上回っていることについ

て検証した。併せて前項では、弁護士報酬の規

制廃止により、弁護士報酬も価格メカニズムに

よって決定する条件が整ったことを説明した。

　その結果、弁護士は、これまでより多くの

仕事をしなければ、従来の所得すら得られな

くなることが推定できる。このことについて、

図表 3 を用いて説明する。

　司法制度改革以前の弁護士の供給量を供給

曲線 S １、仕事量を需要曲線 D １とした場合、

均衡点は P １であるが、報酬規定という規制

により価格は固定化されていたため、価格は

必ずしも均衡点で決定していたとは限らず、

どちらかというと価格は、弁護士の供給、す

なわち弁護士数に不足が生じていた可能性が

より高いことから、P １より高めに設定されて

いたと推定される。

　そして、司法制度改革後、特に 2007 年以

降の弁護士の急速な増加は、供給曲線を右に

移動させ S ２になったと仮定する。さらに、

例えば、需要曲線を D １のまま、すなわち仕

事量が以前から変化がなく、一定としたなら

ば、均衡点は P ２となる。そうすると、P １

より価格は下落する、つまり、弁護士の増加

により弁護士の供給が増えたにもかかわらず、

仕事量に変化がない場合、弁護士の収入は下

落すると推定できる。

　そして、Ⅲ．で検討したとおり、弁護士の

増加ほどでないにせよ仕事量も増加する場合、

需要曲線も右に移動させ D ２とし、S ２との

均衡点を探ると P ３となり、P １の価格に及ば

ない可能性がある。P ３においては、P ２ほど

でないにせよ、弁護士の収入は、P １より下

落する可能性が高いと理論上推定できる。

　以上より、従前と同じ仕事をしていては所

得が減少するため、所得を維持乃至多くする

ためにはより多くの仕事をしなければならな

い、ということが理論上検証できる。換言す

ると、所得が低くなったということが検証で

きれば、弁護士の需要、すなわち仕事量より

も弁護士の供給、すなわち弁護士の増加の程

度が大きいと推定できることになる。

出所：Paul Heyne (2000) The Economic way of thinking Upper Saddle River,N.J.:Prentice Hall , p.227（邦訳：木村憲二 , 鈴木多加史 ,
福井南海夫訳（2003 年）『経済学入門－経済学の考え方－』株式会社ピアソンエデュケーション）を参考に著者作成

図表３　弁護士の需給曲線
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　そして、図表 4 を含めて、2010 年経済基

盤調査では、弁護士の所得については、以下

のとおりである。すなわち、所得合計額の全

国平均は 1,471 万円で中央値は 959 万円で

ある（回答数 1,280）。過去においては、弁

護士の活動による所得の平均値及び中央値

は、1980 年には平均 703 万円で中央値不明、

1990 年には平均 1,544 万円で中央値 1,103

万円、2000 年には平均 1,701 万円で中央値

1,300 万円であった。これまでのデータを比

較すると、2010 年の調査結果は、2000 年に

比べ平均値で 230 万円、中央値で 341 万円

の減少となっており、1990 年の結果に近い

ものの、1990 年調査を下回っている。

　なお、2000 年と 2010 年の調査では次の

よ う な 違 い が あ る。2000 年 の 調 査 に お け

る「所得」とは弁護士活動に基づく所得に限

られているのに対し、2010 年調査では確定

申告書に基づく所得であり、弁護士活動以外

における所得（その他の事業による所得や不

動産所得など）も含まれる可能性がある。ま

た 2010 年調査では、経験年数 10 年未満の

弁護士の回答が、回答者の 43%であるのに対

し、2000 年調査では 27.5%であった。ちな

みに、2010 年経済基盤調査において、経験

年数別の所得についても分析が行われており、

経験年数 10 年未満より、10 年以上の方が所

得の多いことが分かっている。従って、経験

年数が 10 年未満の弁護士の回答が多いこと

は、所得金額の平均を下げている要因である

2．所得の推移

　（1）データによる弁護士の所得合計金額の推移

　図表 4 は、「弁護士業務の経済的基盤に関す

る実態調査報告書 2010」（以下「2010 年経

済基盤調査」という）に基いて作成した弁護

士の所得金額の推移である。この調査は、日

本弁護士連合会において、1980 年より 10 年

毎に行われている。

出所：『自由と正義第６２巻第６号臨時増刊』日本弁護士連合会 p.124 他を基に筆者作成

図表４　弁護士の所得合計金額の推移
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と考えられるが、司法制度改革の結果、2007

年以降、大幅に弁護士が増加したことを考慮

すれば、経験年数 10 年未満の回答が多くなっ

たことは理解でき、実態を反映していると考

えて差し支えないだろう。

　（2）2008 年時点における筆者の推定

　2008 年時点において筆者は、筆者修士論

文と筆者要約版において次のように推定した。

　「その後の弁護士の増加と仕事量の増加の関

係、及び規制撤廃による価格メカニズムの適

用などを総合的に考慮すると、より激しい競

争が生じる。そして、弁護士の収入が仕事を

増やさない限りは下落する」

　（3）政策評価書における評価

　次のような記述があるものの、根拠を示し

て検討を行うまでには至っていない。

　「（前略）弁護士 1 人当たりの事件数・受任

件数は全国的にみると減少傾向にある。こう

した事件数の減少により、収入が低下したとい

う意見が意識調査において多数みられている」

　（4）弁護士の所得合計金額の推移から推定

できること

　2010 年の弁護士の所得は、1990 年調査に

及ばない水準であり、2000 年の調査と比べ

ると明らかに低下している。特に 2000 年ま

で上昇し続けた弁護士の所得が、2010 年に

急激に下落したことについて、弁護士の増加

という供給面の増加が、仕事量という需要の

増加を上回った結果であると考えれば、理論

とも整合する。

図表５　最近 5 年間の弁護士未登録者推移

出所：日本弁護士連合会調査「法律事務所の弁護士求人アンケート 2011」

3．弁護士未登録者の増加と課題

　（1）弁護士未登録者 7 の増加

　司法修習終了後、司法試験合格者は、原則

的に法曹三者のうちの何れかに職を得ると従

来は理解されてきた。しかし、司法試験合格

者の増加の結果、図表 5 のように、司法修習

を終了したにもかかわらず、法曹に職を得な

い者が少しずつ増加している。

図表６　最近 6 年間の弁護士事務所求人数（アンケート回答事務所のみの集計）

出所：日本弁護士連合会調査「法律事務所の弁護士求人アンケート 2011」
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　（2）弁護士求人予定数の減少

　一方、日本弁護士連合会は、司法修習生の

終了期別に、その採用予定数をあらかじめ弁

護士事務所にアンケートでヒアリングしてい

る。このアンケートは、実施時期が司法修習

の終了 1 年前あること、及び、アンケートの

回答率が 2011 年は 18.07％であること等の

留意すべき事情があるものの、毎年同時期に

広く法律事務所に対し行っているアンケート

であるため、弁護士事務所の求人傾向を推定

する材料にはなり得ると思われる。

　図表 6 において、2006 年の求人予定数は

875 人、 以 降、2007 年 は 805 人、2008 年

は 809 人、2009 年 は 559 人、2010 年 は

413 人、2011 年は 255 人であった。また、

弁護士の志望人数は、特に 2009 年以降ほと

んど変わらず、むしろ微減傾向にある。そう

すると、求人予定数の減少は少なくとも、弁

護士登録者の弁護士事務所への就職の競争が

年々激しくなっていることを意味している。

　（3）弁護士の余剰と失業の概念の類似性

　弁護士未登録者の増加と求人予定数の減少

は、弁護士の需給が均衡点に近付いている、

又は、弁護士に余剰が既に発生いる可能性も

考えられ、しかも次の 2 つの失業に関する定

義と併せて考えると失業に似た状況まで発生

している可能性も否定できない。

　①需要不足失業、すなわち景気後退期に労

働需要が雇用の受け皿が減少することにより

生じる失業のこと。なお、弁護士業界は労働

供給が増えすぎて、雇用の受け皿が減少する

状況が生じていると思われる。

　②構造的失業、すなわち企業が求める人材

と求職者の持っている特性などが異なること

により生じる失業のこと。なお弁護士は、弁

護士事務所等が求める人材と、弁護士登録希

望者が持っている特性などが異なる可能性が

ある。

Ⅴ．まとめ及び今後の課題

1．まとめ（本稿の結論とその理由）

　本稿では主に、弁護士の供給、すなわち弁

護士の増加と、弁護士の需要、すなわち仕事量、

という両者の関係がどのように推移し、その

結果、どのような課題が生じたのか、という

ことについて検討・検証した。

　現時点において、司法改革後の弁護士の増

加は、仕事量の増加を上回っていると考える

ことが十分に可能である。そして、弁護士の

需給関係は、均衡点に達する直前か、又は、

既に弁護士の供給過多となっている可能性も

考えられ、競争状態にあると推定することが

可能である。さらに、これらの変化は、弁護

士の平均所得の低下及び弁護士の余剰等、こ

れまで弁護士業界にみられなかった新たな問

題を生じさせている。

2．今後の課題

　筆者は筆者修士論文において、弁護士が特

に弁護士事務所経営において、自由競争下に

置かれることを指摘した上で、それを分析す

るためには経済学、競争を勝ち抜くためには

経営学、それぞれの理論を用いることが有用

である、と提案した。続けて、筆者修士論文

では、2007 年当時の弁護士が経営戦略やマー

ケティングについてどのように考えているか

をアンケート調査し、その結果を踏まえた上

で、具体的な経営戦略及びマーケティング方

法を提案した。
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　筆者修士論文の作成から 5 年が経過し、弁

護士（業界）の変化を本稿で検討・検証する

ことができた。しかし、これらの課題を解決

するための方法については本稿で提示してい

ない。

　従って、新たにアンケート及びヒアリング

調査を実施した上で、2007 年の調査との比較、

及び、法科大学院に関する諸問題等、他の司

法制度改革に関する考察、さらに、諸外国の

状況をも勘案した、総合的な内容の論文を作

成することが、次の課題である。

（注）
1 法曹とは、裁判官・検察官・弁護士の総称である。法曹三

者と同義。

2 司法制度改革審議会意見書のことを指していると考えられ

る。

3 本稿執筆時点で、司法試験年間合格目標 3,000 人という

目標は、取消乃至撤回の予定はない。

4 朝日新聞デジタル　2012 年 8 月 21 日

5 立教大学ビジネスデザイン研究科 [2008]『ビジネスデザイ

ン研究』第 5 号、pp199-211

6 即独とは、司法修習終了後、弁護士事務所等の勤務経験

を経ずに、弁護士事務所を開業することを指した言葉であ

る。これまでは、司法修習終了後、弁護士としてのノウハ

ウを得るために、弁護士は弁護士事務所勤務を数年経てか

ら独立すると理解されてきた。

7 司法試験合格後、弁護士として働き始めるまでには、次の

ようなステップがある。司法試験合格→司法修習→司法修

習生考試→弁護士登録。弁護士未登録者とは、弁護士資

格を取得した状態であるにもかかわらず、弁護士資格を用

いて働かないことを選択した人を指す。
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